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＊変額個人年金保険（22）は投資信託ではなく生命保険です。また、この商品は預金とは異なり、預金保険法第53条に規定する保険金
支払の対象とはなりません。募集代理店が元本の保証を行うことはありません。

＊このレポートは変額個人年金保険（22）の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証
するものではありません。

＊このレポートには変額個人年金保険（22）の商品内容のご説明はございません。ご検討、お申込みに 際しては、専用の「契約締結前
交付書面（契約概要/注意喚起情報） 兼 商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」などをお読みください。

ご留意事項

この保険のリスクと費用について

●この保険は、日本および新興国を含む世界の株式などで実質的に運用されるため、運用実績が積立金額、年金原資額、死亡
給付金額、解約返還金額などの増減につながります。

●株価の下落、為替の変動などにより、積立金額、年金原資額、解約返還金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損
失が生じるおそれがあります。

◆投資リスクについて（損失が生じるおそれ）

投資リスクがあること、解約・減額の際に解約控除がかかることなどの理由により、解約返還金額などが一時払保険料相
当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

◆解約・減額する場合のリスクについて（損失が生じるおそれ）

■運用期間中
■保険契約関係費…特別勘定の資産総額に対して年率 1.00％
■死亡保障費用…基本保険金額と前日末の積立金額との差額に対して、被保険者の年齢・性別ごとに定める年率(8.145％～
0.006％)
＊積立金額が基本保険金額を下回った場合にのみかかります。積立金額が基本保険金額以上の場合はかかりません。

■資産運用関係費…信託報酬は、投資信託の純資産総額に対して年率 0.979％(税込)
＊上記の信託報酬のほか、信託事務に関する諸費用、監査費用、有価証券の売買委託手数料および消費税などを間接的に

負担していただきます。なお、売買委託先、売買金額などによって手数料率が変動するなどの理由から、これらの具体
的な数値や計算方法は表示しておりません。
記載の信託報酬は当レポート発行月現在の数値であり、運用会社により将来変更される場合があります。

＊信託報酬には、グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受
けた投資顧問会社（モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク）に対する報酬（当ファンド
の信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率0.65％）が含まれます。なお、当該投資顧問会社
に対する報酬には、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・
マネジメント・カンパニーに対する報酬が含まれます。くわしくは「特別勘定のしおり」をお読みください。

■運用期間中（特定のご契約者に負担していただく費用）
運用期間中の解約返還金額は、つぎの費用を控除したうえで計算されます。

解約控除 ＝ 基本保険金額 × 解約控除率(4.60％～0.00％)

■年金受取期間中
保険契約関係費（年金管理費）…受取年金額に対して最大 0.35％
＊保険契約関係費（年金管理費）は当レポート発行月現在の数値であり、将来変更されることがあります。ただし、年金

支払開始日以後は、年金受取開始時点の数値が年金受取期間を通じて適用されます。なお、「運用期間中年金支払移
行特約」および「年金支払移行特約」を付加した場合の特約年金についても同様の取扱いとなります。

■定額の終身保険への移行後
「目標値到達時定額終身保険移行特約」または「定額終身保険移行特約（移行後通貨指定型）」を付加して定額の終身保険
に移行する場合、移行後基本保険金額は、保険契約の維持などに必要な費用および死亡給付金を支払うための費用を控除す
る前提で算出されます。
＊上記の費用は、移行日の年齢・性別、経過期間などによって異なるため、これらの具体的な数値や計算方法は表示し

ておりません。

◆費用について（この保険に係る費用は、以下の費用の合計になります）
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4,652 99.8% 0.2%

-4.08% 1.67% 7.49% 9.66% 117.80% 105.12% 205.1180

設定日：2022年7月19日

2025年11月末現在

基準価額
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